
〇 宮守川上流域における３つの集落が連携し、農業生産法人を中心とした「一集落一農場」
に取り組み、農業生産活動の共同化・省力化、農産物の加工・販売に取り組む。 

 

○ 当地区では、協定農用地の約60％(50ha)を法人に集積し、

残りの農用地においても作業受託や農業機械の共同利用に

取り組んでおり、農業生産活動を共同化・省力化。 

○ また、水田の汎用化を行い、ブロックローテーションに

よる大豆の集団転作等にも取り組む。 

○ 法人は、農産物加工所(H22)、どぶろく製造場(H26)を設

置し、大豆を利用した豆腐・味噌、果樹(ブルーベリー)・

野菜(トマト)のジュース、ジャム、どぶろく等の加工品を

製造・作業受託し、直売所等で販売（H26加工品販売・受託

売上：5,400万円）。 

取組の概要 
 

○ 当地区は、宮守川に沿った比較的平坦な農地と

中起伏山地からの斜面に連なる農地、沢沿いに点

在する農地で形成。 

○ 当地区は、３集落からなる宮守川上流集落とし

て協定を締結し、第１期対策（H12)から取り組み

を開始。 

○ 当地区では、ほ場整備事業(H６～13)を契機に、

平成８年に任意組合を設立し、平成16年に法人化

し、「農事組合法人 宮守川上流生産組合」を設立。

本制度においても、中心的な役割として活動。 

地域の現状 

【加工施設と加工品】 
  

 

 ２－① 岩手県遠野市宮守川上流集落協定  

協定面積：79.0ha（田78.0ha、畑1.0ha） 交付金額：1,564万円（共同取組活動100％） 
協定参加者：農業者92人､農業生産法人1 協定開始：平成12年度 

【直売所】 
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【法人による農作業】 【協定農地・ブルーベリー園】 


